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②適正在庫の把握   

 

経 営 

ṳḷ 

  ˆ̏ṰṌ˲ ᾌ₲ ˯˨ˈ˪ʯṌ α˯ק ˲̌

ˊˮ₲ ːˆ˧ˣˬ˛̂˝ʰ˗˲ρ˫Ї ʯ˭˲Ṍ

̖ ˯Ѝԇ̐˪ˈ˕˴ ˈˏ ˌ˪̃̂˝ʰ 

在 庫 管 理 の 重 要 性   

 企業にとって、在庫管理が重要だということはよ

く言われることです。今回は在庫管理がなぜ重要

なのか、そのポイントについて考えてみます。  

1.在庫が経営に及ぼす影響  

і   ḇ ˲ ͺ ᾌ ᵀ̖ ˊǉ ̖ ˛˪̃̂˝ʰ 

 では、在庫が過剰なＢ社の場合の改善策を検

討してみましょう。  

2.在庫管理の改善策  

 ˗˲ ˲ ʯ ᴵ ̖ ˝̏ὃḃ˳ṰṌỘ

˲ ˈʹＣʺ˲Ѝԇ̖ ˯ ˈ̂˝ʰ̂

ˣʯϵּד ˲ ˈʹＤʺ˳ʯᴵ ש˯ ̖

ṰṌ˫˝˲˫ʯЍԇ̖˝ו̃ ˯ ˊˬˈˊ

̌̎̆ỳ ̖ ˛ʯ Ṍ˯̌̏ Ы̴̖ͨ

˔˗ˬː ˬˮ̎̂˝ʰ 

 在庫を正確に管理・把握する

ことによって、下図のような一

連の流れを、短いサイトで効率

の良い仕組みに変えていくこと

が大切になります。 

ỳ ː = 

Ӵ˲ ːᾝˈ= 

Ａ社 

ỳ ː ᴖ= 

Ӵ˲ ː╒ˮˈ= 

Ｂ社 

商 品 回 転 率 
ᾌ ΰ  

ἁỳ (ȣǀ 

і 

     ḃ  

:ᾌΰ  1,200 1,000 800 500 3,500 

ṰṌ ש  30% 20％ 15％ 40％ 25％ 

ἁỳ  400 400 100 100 1,000 

ṰṌỘ  

  ǆ  
3.0 2.5 8.0 5.0 3.5 

ϵּד  

  ń  
90％ 50％ 120％ 200％ 88％ 

Ṍ  
 

ƿᶂкǑέ֑ʯƼǀ 

3.動きのない在庫の処分の方法  

 動きのない在庫については、通常在庫とは切

り離し、他の保管スペースに一括して置くこと

で、下記の方法を検討します。 

①見える在庫   
 常に決まった場所に決まった品目を保管する

ことで、在庫量が一目でわかるようにしま

す。これにより誤発注や在庫切れを防ぐこと

になります。また在庫量が一定の下限ライン

になった場合、誰であっても在庫量を社内で

報告出来るようにする事により、必要な量を

把握することが可能になります。  

 適正な商品在庫を確保するために、商品回転

率等の指標を使い、商品ごとに分析・数値化

し、在庫をどのように持つかを検討します。   

平均在庫高ȣ 
ᶒ ǂ ᶒ  

2 

交 差 比 率  ש = ṰṌỘ = 

ɧ Ṍͺ ᶏː᷄ ˏ ˝̏ 

ɨᾌᶏӹ̖ ˨˕̏= 

ɩ ̎ ˝ͺ  =̏˝̖ו

ɪё ˲֕ ̖˛˪̃̏= 

ɫ  =̏˝̖כׁ

最後に   

良い ᴵ  悪い  

リスク少ない ᵡ  リスク高い 

広い  ᴵ ͻ  狭い 

減る ц  増える 

ƿΪ₮ ԝ˯ṰṌːрỘ ˛ˣ˲ˏ̖ ˝ ǀ 

ƿṰṌ̈ Ṍ̖ ᾌ˝̏ὃḃ˲ᴵ ̖ ˝ ǀ ʹ資金ʺ ʹ在庫ʺ ʹ資金ʺ ʹ在庫ʺ 
Ѝԇ ᾌΰ Ѝԇ 
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給 付 額   

『すまい給付金』とは 

税 務 

消費税の増税に合わせて支給される給付金②   

ᶛ Ӽᶃ 

 先月号に掲載しました『臨時給付金』に続き、『すまい給付金』をご紹介します。  

給付を受けるための主な要件  
 ɞ м₢ɟ=ȣ1 ɞρᶻм₢ɟ= 

м₢ͨͻͮ 
ש ˲ Н 

ͺ ̍ː╧м˝̏ 
ͺ ː50㎡以上 
ͺַאϥρ˲ ˯̌̎Ṍ ː ˙̐ˣ ˲м₢ 
 ɧм₢ Ѹ ПѸ ˯ᴩԇ 
 ɨ м₢ ׳ ש̖  

ͺᾌχː₢ỵ ᶲ ˫ˆ̏ 
ͺ ̍ː╧м˝̏ 
ͺ ː50㎡以上 
ͺᾌ ˲ ˯̌̎Ṍ ː ˙̐ˣ ˲м₢ 
 ɧ ⁸м₢ᾌ Ѹ ȣ3˯ᴩԇ 
 ɨ ⁸м₢ ׳ ש̖ ƿ 1Иΰ˯ ̏ǀ 
 ɩ 10 Иԝ˫ʯ ˯м₢ Ѹ ПѸ ˯ 
  ᴩԇ̂ˣ˳м₢ ש̖׳  

ᶲ ˲
ᴩ Н 

ΰ ˲м₢ͨͻͮש ˲ Н˯ᴩˌ˪ 
ͺ͐ͤ̾̓35Ǫ˲ἲ ȣ2̖ ˣ˝ 
ͺ50歳以上ƿм₢̖ ˙̐ˣ 1˲2 31 ǀ 
ͺᶰԇ ˲ ₥ː650万円以下 
ƿ ˲ ᴘ ː13.30万円以下ǀ 

ΰ ˲м₢ͨͻͮש ˲ Н˯ᴩˌ˪ 
 
ͺ50歳以上ƿм₢̖ ˙̐ˣ ˲12 31 ǀ 
ͺᶰԇ ˲ ₥ː650万円以下 
ƿ ˲ ᴘ ː13.30万円以下ǀ 

給付を受けるための手続き 

3  

і м₢ᶲ ᴘḃ ╧мכ   Аἲ  

ᾥ 60Ƽ  10έ֑ 

ῤ 30Ƽ  20έ֑ 

ᾥ  10Ƽ  30έ֑ 

夫˲ А ˳ʯ6万円ƿǔ10έ֑ń60Ƽǀ 

妻˲ А ˳ʯ6万円ƿǔ20έ֑ń30Ƽǀ 

父親は給付なしƿ╧м˛˪ˈˮˈˣ̅ǀ 

それぞれ申請 

 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、税率引上げによる負担を軽減するため

現金を給付する制度（実施予定期間は平成26年4月～平成29年12月） 

≪消費税率８％の場合≫ ≪消費税率10％の場合≫ 

ᶰԇ ₥ ᴘ  Аἲ  

425έ֑Иα 6.89έ֑Иα 30έ֑ 

425έ֑ 475έ֑Иα 6.89έ֑ 8.39έ֑Иα 20έ֑ 

475έ֑ 510έ֑Иα 8.39έ֑ 9.38έ֑Иα 10έ֑ 

ᶰԇ ₥ ᴘ  Аἲ  

450έ֑Иα 7.60έ֑Иα 50έ֑ 

450έ֑ 525έ֑Иα 7.60έ֑ 9.79έ֑Иα 40έ֑ 

525έ֑ 600έ֑Иα 9.79έ֑ 11.90έ֑Иα 30έ֑ 

600έ֑ 675έ֑Иα 11.90έ֑ 14.06έ֑Иα 20έ֑ 

675έ֑ 775έ֑Иα 14.06έ֑ 17.26έ֑Иα 10έ֑ 

ȣᶰԇ˲ Ǒּנ ː ˝̏ ˯ ˙̐̏ 

 ˲ ᴘḃ ˫ ˛̂˝ʰ 

給付額 給付基礎額 持分割合 ˲ ϥ ˫ ˛̂˝ʰ 

 

 ˑ ˛̖ᶳ˕˪ˏ̍1年以内 

ӹ ɧ郵送の場合……すまい給付金事務局 

ɨ窓口持参の場合…全国に開設するすまい給付金申請窓口 

А ͻ ͻ http://sumai-kyufu.jp/   Ṳḃ ᶺ0570Ǆ064Ǆ186  

ȣ1Ǒ м₢˳ʯַאϥ₧ϡ 1 Иԝʯˏ˨╧м₲ ˲ˮˈм₢  

ȣ2Ǒ ƿӾ м₢ǀʯ ̣͈̩ͦͻ ʯ̝͋ͥ͐ͥͻ ̂ˣ˳ ό ƽ᷄ᾔ ˲ˈ˞̐ˏ˯ӫ̐ˣм₢ ȣ3Ǒρᶻỳ₢˲ ˬѸ ː̶̾̓˯ˮ˧ˣѸ  

ɧ住民票の写しƿ ˛ ᵰנּ˲ ǀ ɨ個人住民税の課税証明書ƿ ˛ᴊ˲ּנᵰ ǀ 

ɩ建物の登記事項証明書・謄本 ɪм₢˲不動産売買契約書̂ˣ˳工事請負契約書 
ɫ金銭消費貸借契約書ƿм₢ͨͻ̖ͮש ˛ˣὃḃǀ他 

ᶳ  1.5～2か月程度 ᶺ Ϣ₮  

 申請要件を満たしている方は申請もれの無いようご確認下さい。 

ƿ ǀ 
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1.明示すべき労働条件  

ɧᴳӍᾶ = 

労 務 

 

労 働 条 件 の 明 示 に つ い て     

はじめに  

 会社と従業員とのトラブルの中には、「聞い

ていた話と違う」「求人票の募集要項と違う」

といった労働条件についての意思の相違による

ものが多く見受けられます。その中には、労働

条件を入社時や変更時にしっかりと確認しておく

ことで防げたものもあることから、書面で確認

するなどの対策が必要です。 

 労働基準法第15条において、「使用者は、労

働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労

働時間その他の労働条件を明示しなければなら

ない」とされており、また、一定の事項につい

ては書面の交付による方法により明示すること

を同条は義務付けています。 

そこで、今月は労働条件の明示についてみてい

きます。  

ᴳᵃ   

ɞ ϵА˯̌̏ ϥ ɟ 

ɨ╜ ˲ὃ ʯ ϥ˝˽ˑ ᵃ  

ɩῨ ᶬ˷ ˲ ᴃʯ ₮ᴳӍ ̖ ˌ  ̏

 ᴳӍ˲ ʯЪ ʯЪ ʯЪ ʯϵ ׳  G

 Ӎ˯ˎ˕̏╜ ˯ ˝̏ϥ  

ɪ ˯ ˝̏ϥ ƿ ˲ϥ ̖ḓ̄ǀ= 

ɫ ˲ ₮ͺ ʯ ʯ ˲  

ͺל  ˈ˲  

ɞᶺ ˲ ˫̆̌ˈϥ ɟ 

ɧ ˯ ˝̏ϥ  

ɨ ˯ ˝̏ϥ = 

ɪᴳӍ ˲ ʯц Ṍ ˯ ˝̏ϥ = 

ɩ ̖ ˓ ˲ ʯ γᶬ˷  

 л ˯ ˝̏ϥ = 

ɫ₥Ԉʯ ˯ ˝̏ϥ  

ɬ ˯ ˝̏ϥ = 

ɭ № өʯ ᵃᾚ˲Ӈ ᴬ˯ ˝̏ϥ  

ɮ ʯ׳ ˯ ˝̏ϥ = 

ɯЪ ˯ ˝̏ϥ = 

2.労働条件の明示方法  

 書面による労働条件の明示に関して、様式は

自由となっております。また、労働者に適用す

る部分を明確にして就業規則を労働契約の締結

の際に交付しても差し支えないとされていま

す。ただし、その場合、就業規則の必要記載事

項に含まれない項目もありますので、注意が必

要です。 

 労働条件の明示の際は、雇用契約書や労働条

件通知書で行うのが一般的ですが、お互いが確

認し承認（署名・捺印）できる雇用契約書の形式

で行うことが望ましいでしょう。  

3.その他  

 労働基準法に定める基準に達しない労働条件

は、無効とされ、労働基準法が適用されること

になります。 

 またパートタイム労働法では、正社員と比較

して所定労働時間の短い短時間労働者には「昇

給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」

の3つの事項についても文書で交付することが

義務づけられています。  

おわりに  

 現在は正社員だけではなく、パートタイム労

働者や有期雇用契約労働者など様々な雇用形態

があり、労働条件も様々なものになってきてい

ます。また、労働者が10人未満で就業規則がな

い場合は、雇用契約書等が労働条件を示すもの

となりますので、明示事項にもれがないように

しっかりと作成する必要があります。 

 雇用契約書や労働条件通知書は企業と労働者

がかわす最初の約束事です。

きちんと作成し、労使間で合

意することで、トラブルを未

然に防ぐだけでなく、労働者

も安心して働くことに繋がり

ます。 
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ɞ ˯ᶰ ө̖ ˣ˛˪= 

ˈˮˈ˗ˬːצ ˛ˣˬˑ˲⌠ іɟ 

特 定 費 用 準 備 資 金 と 資 産 取 得 資 金   

5  

公益・社会福祉法人 

 公益社団法人、財団法人の決算書は、公益認

定基準のうち①収支相償、②公益目的事業比率

50％以上、③遊休財産の保有上限の3点を満た

していなければなりません。例えば3月決算法

人である公益社団・財団法人が、4月に入って

から平成25年度決算につき収支相償を満たして

いないことに気付いた場合は、平成25年度分

の特定費用準備資金又は資産取得資金の積立て

をすることで基準を満たすことができます。今

回は、年度末経過後に特定費用準備資金、資産

取得資金の積立てを行う上での留意点を簡単に

ご説明します。  

Ԍ Ы Ѐ ►  ᴎ᷇  

ǆ  200έ֑= 

 上記の手続きを経ておくことをお勧めしま

す。6月末までに提出する定期提出書類には、

特定費用準備資金を積立てに関して、  

1. ₮ ҿ ˲ ˪˯ ˝̏ ϥЫ ˲  

2. ϥ ˲ϥ ˯ ˝̏ ϥЫ ˲  

 ƿ Ϣ ̖ ˧ˣὃḃ˳ʯ Ϣ ˲  

̖ו  ̅̍̐̏˗ˬ̆ ₮˙̐̂˝ʰǀ= 

上記2点が確認できる議事録を添付することに

なります。  

і ʴʴ˲ ԇ˯ ˝̏ ˯˨ˈ˪= 

ᶬ ё ϥ = ńńńńńń= 

ԇ Ṍ= ν == 

= 450έ֑= 

ԇϢ₮ = 28 = 

ԇ = 

25   150έ֑  150έ֑= 

26   150έ֑  300έ֑== 

27   150έ֑  450έ֑=== 

28  ᶲⱱ  450έ֑    0֑=== 

ȣ ᾌ ˏ̍ ̖ᶲ̎⅜˟ˣ˿ˊː 

 ˈ˫˝ʰ= 

 収益事業等から公益目的事業への繰入額が、

収益事業等の利益の額の50％

ちょうどとしている場合は、資

産取得資金の積立額は、公益

目的事業費となりませんので注

意が必要です。  

①翌年度以降の特定の事業又は物品の購入 

 （固定資産に該当する場合は資産取得資金）、 

 修繕の計画を作成します。 

і ʴʴ ϥ ̖ ˯˪₲ ˝̏ʰ= 

= ńńńńńń 

ϥ ԝ⅍= ńńńńńń 

₲ = 26 10 ȕ12 = 

= 25 ₮ ҿ =200έ֑= 

ו ̃= ʴʴ  ʞʞʞ֑= 

 ʴʴ  ʞʞʞ֑= 

     200έ֑= 

ȣ ϥ ːԌ ϥ ƿԌǈʯԌǉͺͺǀ 

 ˯ ˝̏ϥ ˫ˮ˕̐˴ˮ̎̂˟̗ʰ= 

②実施時期が翌年度の場合は、新年度の補正予算 

 が必要となります。 

3/31 ₮ ͺʴʴ  

 ΰ ˲Ѝ ̖ ˛ʯЫ ΰʯ ₮ ˯

̖ ˪˛̂˝ʰ˗˲ ʯ ˲ ː ᵀ

ˬ ₮ ˯ǉכ˙̐̂˝ːʯЍ ːˆ̎̂˟̗ʰ= 

③平成25年度の会計では、特定費用準備資金の 

 積立てを予期していなかったため、200万円の積 

 立てをしておりません。しかし、特定費用準備資金 

 として主張するためには、特定資産に〇〇調査研 

 究積立資産200万円を計上する必要があります。  

Ѝ  

 ΰ ˲Ǌ˨˲ ̖ ϥЫƿǌ ᶪ˳Ǎ

ǀ˯˪ ̖ᶳ˕̏ʰƿ Ыᶪ˳ ṓЫ

˲ ː ˮϥ ˳ʯˡ˲ ˲ Ыᶪ˳

ṓЫ˯˪ ̖ᶳ˕̏ʰǀ 

④ア）特定費用準備資金の積立てについて 

 イ）〇〇調査研究事業の計画について  

 ウ）〇〇調査研究事業に関する平成２６年度補正 

   予算案 

①翌年度以降の公益目的事業で使用する資産（固定 

 資産に該当するもの）の取得の計画を作成します。  

②～④ 上記１．特定費用準備資金に同じ  
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ȣ ₮ ḃ ὃḃ ΰ ₥

₧Ԉ = 

（1）逝去した後も本当に家族円満なのか  

2.遺言の必要性  

事業承継 

１.遺言書を書かない理由  

6  

事 業 承 継 に お け る 遺 言 の 重 要 性 ③  
 本号では、「遺言書を書かない理由」につい

てお話ししたいと思います。  

 「１（２）分け方は法律で決まっているはず…」と

いうことにも深く関わってきますが、被相続人の生前

において家族が仲良く、円満であるように見えても、

いざ相続の局面で遺産分割というお金が絡む場面にな

ると様々な利害が衝突します。特に、子供にお金がか

かる時期に当たる方や事業を営む方、兄弟姉妹間で潜

在的な不和を抱えている方などが相続人の中にいらっ

しゃる場合には、遺産分割の局面でそういった事情や

軋轢が表面化します。また、一般的に誤解がある部分

ですが、遺産分割は必ずしも民法に定める「法定相続

分」で分ける必要はありません。遺産分割は遺産分割

協議という相続人間の話合いにより決定します。民法

的には、法定相続分とは「このように分けると一番よ

い」※という目安であると考えるとわかりやすいと思

います。 そのため遺産分割の協議の場でそれぞれの

取り分について協議がまとまらないことが考えられま

す。この場合、家庭裁判所に申立を行うこととなりま

すが一定の時間がかかります。遺産分割協議がまとま

らないと相続税の申告ができません。期限内で申告す

れば本来、享受できるはずの税務メリットの中には受

けることができなくなるものもあります。こういった

トラブルを未然に防ぐには、遺言書を書くことが予防

策となります。  

しゃる方がいらっしゃいます。表１は「遺産分割

事件の財産額」を示したグラフです。グラフから

読み取れる通り、最も多いのは「5,000万円以

下」、次いで多いのが「1,000万円以下」です。

また、この二つを合算すると76％となり、その大

部分が、相続税がかからないとされている5,000万

円以下の財産をめぐってトラブルになっているこ

とが分かります。この現状を見ると「財産が少な

くても遺言書を書いた方がよい」ということがご

理解頂けると思います。    

ƿǈǀΩ ֑ ˮ˲˫ʯ̆̅̏˳˞ːˮˈ= 

ƿǉǀכ˕ ˳ ˫ ̂˧˪ˈ̏˳˞ȟ 
ƿǊǀ ̖ ˓˿˭˲ ˳ˮˈ= 
ƿǋǀ ː ˈ= 

 私どもが現場でお客様からよく伺う遺言を書

かない、あるいは書きたくない理由は以下のよ

うなものがあります。  

（3）縁起が悪い～意識の変化に 
ともない遺言書の作成は増加している   

 表2は、公正証書遺言の件数をグラフにした

もので、その件数は増加傾向にあります。その

背景として、高齢者の増加とともに自分の財産

を適切に分与したいと考える方が増加している

ものと考えられます。現場で相談を受けていて

も「縁起が悪い」ということを理由に遺言書を

書くことに抵抗を持つ方がだんだん少なくなっ

ているように思います。  

（2）実は、お金持ちの方がもめていない  

 よく「遺言を書くほどの財産はない」とおっ

遺言公正証書件数 
90,000 

80,000 

70,000 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

10,000 
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19
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22
 

ƿ Ԍ Ѐ ḃЫ ˽ǀ= 

2 

Ы ḃMƽA ║  

 遺言について興味がある方は、監査担当者あ

るいは道央相続支援センターにお問い合わせく

ださい。  

遺産分割事件の財産額 1 

1,000έ֑Иα 32Ƽ  

5,000έ֑Иα 44Ƽ  

1ӡ֑Иα 11Ƽ  

5ӡ֑Иα 6Ƽ  

5ӡ֑ 1Ƽ  

₮β 6Ƽ  

ƿ 24  ᷾ ǀ= 

32％ 

44％ 

11％ 

6％ 
6％ 

1％ 
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指定代理請求人の指定・変更 

遺言による死亡保険金受取人の変更 

死亡保険金受取人の変更 

死亡保険金の場合 

7  

ɞǈǅԈ ˈ˲ὃḃƿΪ ˯̓ˣ̏Ѹ ˲ ˈǀɟ 

生 命 保 険 契 約 形 態 の 変 更 に つ い て     

1.生命保険と税金について 

 保険金、給付金の税法上のお取扱いは以下の

通りです。 

Ы ͻ ► ḣּה 

ᾶ   
ᾶ  і 

ᾶ  Ѹ  ᶳᶲЀ 

ᾶ Ѹ  

 ḇΪЀ ὃḃ 
ᾥ ᾥ ῤ 相続税 

ᶳᶲЀ ᾶ  

ὃḃ 
ᾥ ῤ ᾥ 所得税 

（一時所得） 

ᾶ Ѹ

ᶳᶲЀ  

ὃḃ 

ᾥ ῤ  贈与税 

⌠  

ḱѸ  
  Н  

ϳѸ  

ᾶ НИΰ

ὃḃ ḃ

 

α ɧɨ

ὃḃ 

 

ɧᾶ Ѹ  

 ḇΪЀ 

ɨ ₮ ϳѸ 

  ᶳᶲ  

  ᾶ Ѐ  

 ὃḃ 

 

 

５００万円 

× 

法定相続人 

⌠ Ѹ  

А  
  Н  

ԇ А  

ᶳᶲЀ χᾶ

Ѹ

Ҷ

Ϊ

Ў  

全額非課税 

А  

А  

ίᾢ ԇ Ϊ  

ӹ ᵱ А  

А  

ᾚ А  

№Ѹ  

2.保険金受取人の変更について 

 契約者は死亡保険金の支払事由が発生するま

では、保険金受取人を変更することができま

す。（被保険者の同意が必要です。） 

 契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまで

は、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変

更することができます。（被保険者の同意がなけ

れば受取人変更の効力は生じません。）この場

合、契約者が亡くなった後、契約者の相続人から

保険会社へ通知が必要です。 

 保険金、給付金の契約形態により税法上の取

り扱いが変わるのをご存知でしょうか？契約形

態やその変更により、思わぬ税金がかかる場合

がございますので、ご紹介いたします。 

= Ѹ ᶳᶲЀ ᾔ  

=Ѹ ᶳᶲЀ ϳ И Ѹ ᶳᶲЀ 

 ᾔ Ѹ ᶳᶲЀ 

 ϳ ₮ Ѐ Ѹ ᶳᶲЀ  

3.指定代理請求特約について 

 被保険者が受取人となっている保険金・給付

金などの支払事由が生じた場合で、被保険者が

保険金・給付金などを請求できない特別な事情が

あると保険会社が認めたときは、あらかじめ指

定した指定代理請求人が代わりに請求すること

ができます。 

ɧ Ѹ ΰ Ҷ  

ɨ Ѹ ԝ  

 Ѹ А ᶳᶲЀ Ѐ ὃḃ

₮Ж Ѐ ₮  

(注意) 

リスクマネジメント 

 このように、保険金・給付金が契約形態で税

金が変わってくることがあり、また、保険金受

取人や指定代理請求人の変更・指定が出来るこ

とを知っていることで、万が一の時にこんなは

ずではなかったとならないよう今一度加入保険

の内容を確認しましょう。 

生命保険金の非課税範囲 

保険金・給付金の非課税範囲 

死亡保険金受取人が死亡された場合 

 指定代理請求人は次のうちから１名指定して

ください。 
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5.口座を定期的に確認する  

１.IDやパスワードを使い回さない 

掲示板 

8  

【さくらマネジメントグループ】 

株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

㈲ 札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

清 平 秀 幸 公 認 会 計 士 事 務 所 

一 般 社 団 法 人  道 央 相 続 支 援 セ ン タ ー  

► Ϊ  

 今年に入り、知らない間にインターネットの口座からお金が引き出されていた。という事件が多

発しております。特に法人向けインターネット・バンキングにおいて被害が増えているそうです。

関与先の皆様の中にも、銀行に行く手間が省けて便利という理由から利用されてる方が数多くい

らっしゃるかと思いますので、今回はその対策についてご紹介していきたいと思います。  

 ネットバンキングだけでなく、インターネット上の複数のサイトで同じIDやパスワードを使い

回すのは大変危険です。犯罪者は、不正取得したIDやパスワードを様々なサイトで入力し、不正

アクセスを試みます。サイトごとにIDやパスワードを変更するようにしましょう。  

2.ワンタイムパスワードを利用する  

 ワンタイムパスワードとは、送金のたびに利用者に異なるパスワードが与えられる、セキュリ

ティの高いシステムです。ワンタイムパスワードには様々な方式がありますが、「トークン」と

呼ばれるパスワード生成器を使用することが安全といわれています。  

ȣ ͻ ͻ ᶳѺ ὃḃ ︠ ͻ ᶳѺ ₥Ԉ = 

3.セキュリティソフトを常に更新する  

 不正送金被害の原因として、ウイルス感染が挙げられます。セキュリティソフトは内容を更新

して新たなウイルスに対応する仕組みになっているので、この機能を有効に設定しましょう。  

 パソコンなどを動かしている基本ソフト（OS）やソフトウエアにはプログラム上の欠点

が見つかることがあります。このような欠点から不正プログラムやウイルスに感染すること

が多いので、OSやソフトウエアの自動更新を常に意識し、最新のプログラムが適用されてい

る状態を維持しましょう。 

4.ソフトウエアを最新の状態に保つ  

ȣᾢ β ⌠ ө ו ו

 ỳש Ḃ ⌠

Ϊ  

 ネットバンキングの口座は、毎日定期的に確認して不正な引き出しや送金がないか確認し

ましょう。 


